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(57)【要約】
【課題】予め定められた動画のフレーム伝送レートで静
止画像データが伝送される場合の、静止画像データ伝送
時における省電力化を実現する。
【解決手段】画像伝送システム１は、互いに通信可能に
接続された送信装置である撮像装置１０及び受信装置で
ある表示装置２０を有し、その撮像装置１０及び表示装
置２０の間で、予め定められた動画データのフレーム伝
送レートで静止画像データを伝送する。撮像装置１０は
、伝送すべき個々の静止画像データを複数の分割画像デ
ータに分割する画像分割部１４と、画像分割部１４によ
り分割された複数の分割画像データの夫々を、動画デー
タのフレーム伝送レートで順次伝送する通信部１５を備
える。また、表示装置２０は、撮像装置１０から順次伝
送された複数の分割画像データを合成し、伝送すべき個
々の静止画像データを復元する画像合成部２４を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに通信可能に接続された送信装置及び受信装置を有し、前記送信装置及び前記受信
装置の間で、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送す
る画像伝送システムであって、
　前記送信装置は、
　伝送すべき個々の静止画像データを複数の分割画像データに分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割された複数の分割画像データの夫々を、前記フレーム伝送レー
トで順次伝送する伝送手段と、
　を備え、
　前記受信装置は、
　前記送信装置から順次伝送された複数の分割画像データを合成し、前記個々の静止画像
データを復元する合成手段を備えることを特徴とする画像伝送システム。
【請求項２】
　前記静止画像データは、１画素が予め定められた複数ビットで表される多ビット画像デ
ータであり、
　前記分割手段は、前記伝送すべき静止画像データを、ビット単位で分割することを特徴
とする請求項１に記載の画像伝送システム。
【請求項３】
　前記分割手段は、前記伝送すべき静止画像データを、前記複数ビットの上位ビットから
構成される分割画像データと、前記複数ビットの前記上位ビットを除いた下位ビットから
構成される分割画像データとに分割することを特徴とする請求項２に記載の画像伝送シス
テム。
【請求項４】
　前記分割手段は、前記伝送すべき静止画像データを、奇数ビット及び偶数ビットで分割
することを特徴とする請求項２に記載の画像伝送システム。
【請求項５】
　前記分割手段は、前記伝送すべき静止画像データを、該静止画像データをインタレース
方式で表示するためのフィールドに分割することを特徴とする請求項１に記載の画像伝送
システム。
【請求項６】
　前記送信装置は、前記受信装置から送信された機器情報に基づいて、該受信装置が前記
分割画像データを合成可能か否かを判定する第１判定手段を更に備え、
　前記分割手段は、前記第１判定手段による判定結果が合成可能である場合に前記伝送す
べき静止画像データの分割を行うことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の画像伝送システム。
【請求項７】
　前記伝送手段は、前記分割手段により分割された複数の分割画像データの夫々を前記受
信装置に順次伝送する際に、分割画像データであることを示す付帯情報を、前記分割画像
データに付帯して伝送し、
　前記受信装置は、前記付帯情報に基づいて、前記送信装置から伝送された画像データが
前記分割画像データであるか否かを判定する第２判定手段を更に備え、
　前記合成手段は、前記送信装置から伝送された画像データが前記第２判定手段によって
前記分割画像データと判定された場合に前記合成を行うことを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の画像伝送システム。
【請求項８】
　前記送信装置が前記受信装置に制御情報を伝送する制御情報伝送手段を更に備え、
　前記制御情報伝送手段は、前記分割手段により分割された複数の分割画像データの夫々
を前記受信装置に順次伝送する際に、前記分割画像データであることを示す制御情報を前
記受信装置へ伝送し、



(3) JP 2009-272778 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

　前記合成手段は、前記送信装置から分割画像データであることを示す制御情報とともに
受信した画像データについて、前記合成を行うことを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か一項に記載の画像伝送システム。
【請求項９】
　前記送信装置及び前記受信装置が、ＨＤＭＩインターフェースによって互いに通信可能
に接続されることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の画像伝送システム
。
【請求項１０】
　予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送する送信装置
であって、
　伝送すべき個々の静止画像データを複数の分割画像データに分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割された複数の分割画像データの夫々を、前記フレーム伝送レー
トで順次伝送する伝送手段と、
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１１】
　予め定められた動画データのフレーム伝送レートで伝送された静止画像データを受信す
る受信装置であって、
　個々の静止画像データを複数の分割画像データに分割して順次伝送された前記複数の分
割画像データを合成し、前記個々の静止画像データを復元する合成手段を備えることを特
徴とする受信装置。
【請求項１２】
　互いに通信可能に接続された送信装置及び受信装置を有し、前記送信装置及び前記受信
装置の間で、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送す
る画像伝送方法であって、
　伝送すべき個々の静止画像データを複数の分割画像データに分割する分割工程と、
　前記分割工程により分割された複数の分割画像データの夫々を、前記フレーム伝送レー
トで順次伝送する伝送工程と、
　前記伝送工程により順次伝送された複数の分割画像データを合成し、前記個々の静止画
像データを復元する合成工程と、
　を有することを特徴とする画像伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送す
る画像伝送システム及び画像伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、互いに通信可能に接続された機器同士で動画像データ／静止画像データを伝送す
る画像伝送システムが知られている。この画像伝送システムにおいて、互いに接続する機
器としては、デジタルカメラ、デジタルビデオ、テレビ等の映像機器などがある。ここで
、従来の画像伝送システムの構成例を図７を参照して説明する。
【０００３】
　図７に示すように、画像伝送システム１００は、撮像装置１１０と表示装置１２０とが
伝送路１３０により互いに通信可能に接続する構成である。撮像装置１１０では、制御部
１１１の制御の下、撮像部１１２で撮像した動画像データ／静止画像データをメモリ１１
３に格納する。このメモリ１１３に格納された動画像データ／静止画像データは、制御部
１１１の制御の下、通信部１１４から伝送路１３０を介して表示装置１２０へ伝送される
。表示装置１２０では、制御部１２１の制御の下、撮像装置１１０から伝送路１３０を介
して伝送された動画像データ／静止画像データが通信部１２４で受信されてメモリ１２３
に格納される。このメモリ１２３に格納された動画像データ／静止画像データは、制御部
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１２１の制御の下で読み出されて表示部１２２で表示される。
【０００４】
　上述した画像伝送システム１００では、近年における映像機器の高画素化／高精細化に
伴って、データの伝送レートを向上させる必要から、高速デジタルインターフェースが採
用される場合がある。この高速デジタルインターフェースとしては、例えばＨＤＭＩ（登
録商標、High　Definition　Multimedia　Interfaceの略）などが知られている。このＨ
ＤＭＩでは、１９２０×１０８０画素という高画素の動画像データ／静止画像データを１
秒間に６０フレーム伝送する１０８０ｐなどの規格が定義されている。また、ＨＤＭＩで
は、ＤｅｅｐＣｏｌｏｒなどと称される仕様も定義されており、１画素あたりの輝度デー
タ／色差データが従来それぞれ８ビットであったのに対して１６ビット又はそれ以上のビ
ット数まで拡張されている。特許文献１には、上述したＨＤＭＩなどの高速デジタル伝送
路を用いて画像データを伝送する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１０９７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術では、画素数及び階調が増加するに従って、伝送路を通過する単位時間あ
たりのデータ量を増加させるために伝送路の信号帯域が高帯域化していた。また、従来技
術では、この信号帯域が高帯域化することで、システムの消費電力量も増加していた。Ｈ
ＤＭＩ等の高速デジタルインターフェースにおける伝送規格では、静止画データを伝送す
る場合も、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで送信する。例えば、８ビッ
ト／画素の動画データの伝送が１０８０ｉ（１９２０×１０８０画素／フレーム、３０フ
レーム／秒）で行われる場合であれば、８ビット／画素、１９２０×１０８０画素の１枚
の静止画像データを伝送する場合も、そのフレーム伝送レートで伝送する。すなわち、１
９２０×１０８０×３０×８≒５００Ｍｂｐｓ程度の伝送レートで伝送する。同様に、動
画データの伝送が１０８０ｐ（６０フレーム／秒）のＤｅｅｐＣｏｌｏｒ１６ビット／画
素で行われる場合であれば、同じ１枚の静止画像データを１９２０×１０８０×６０×１
６≒２Ｇｂｐｓ程度の伝送レートで伝送する。
【０００６】
　しかしながら、静止画像は動画と違って所定のフレームレートで表示させる必要がなく
、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで繰り返し１枚の静止画像データを伝
送する必要はない。そのため、消費電力量が大きな高速伝送は不要であり、静止画像デー
タの伝送時における省電力化が望まれていた。
【０００７】
　本発明は、予め定められた動画のフレーム伝送レートで静止画像データが伝送される場
合の、静止画像データ伝送時における省電力化を実現する画像伝送システム及び画像伝送
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的は、互いに通信可能に接続された送信装置及び受信装置を有し、前記送信装置
及び前記受信装置の間で、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像デ
ータを伝送する画像伝送システムであって、前記送信装置は、伝送すべき個々の静止画像
データを複数の分割画像データに分割する分割手段と、前記分割手段により分割された複
数の分割画像データの夫々を、前記フレーム伝送レートで順次伝送する伝送手段と、を備
え、前記受信装置は、前記送信装置から順次伝送された複数の分割画像データを合成し、
前記個々の静止画像データを復元する合成手段を備えることを特徴とする本発明による画
像伝送システムによって達成される。
【０００９】
　また、上記目的は、互いに通信可能に接続された送信装置及び受信装置を有し、前記送
信装置及び前記受信装置の間で、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止
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画像データを伝送する画像伝送方法であって、伝送すべき個々の静止画像データを複数の
分割画像データに分割する分割工程と、前記分割工程により分割された複数の分割画像デ
ータの夫々を、前記フレーム伝送レートで順次伝送する伝送工程と、前記伝送工程により
順次伝送された複数の分割画像データを合成し、前記個々の静止画像データを復元する合
成工程と、を有することを特徴とする本発明による画像伝送方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１０】
　このような構成により、本発明によれば、予め定められた動画のフレーム伝送レートで
静止画像データが伝送される場合の、静止画像データ伝送時における省電力化を実現でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施の形態について図を参照して説明するが、この発明は以下の実施
の形態に限定されない。また、この発明の実施の形態は発明の最も好ましい形態を示すも
のであり、発明の範囲を限定するものではない。
【００１２】
［第１実施形態］
　先ず、本発明に係る第１実施形態について、図１～図４を参照して説明する。ここで、
図１は、第１実施形態に係る画像伝送システム１の構成を示すブロック図である。図２～
図４は画像分割の概要を示す概念図である。
【００１３】
　図１に示すように、画像伝送システム１は、撮像装置１０と表示装置２０とが伝送路Ｎ
により互いに通信可能に接続する構成である。伝送路Ｎは、例えばＨＤＭＩ規格でデータ
伝送を行う通信ケーブルなどである。なお、伝送路Ｎは、前述したＨＤＭＩ規格の通信ケ
ーブル以外に、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、ＬＡＮ、インターネットなどの有線ケーブル
や、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ等の無線であってよく、
特に限定しない。ここで、ＩＥＥＥとは、Institute　of　Electrical　and　Electronic
　Engineersの略語である。また、ＵＳＢとは、Universal Serial Busの略語である。ま
た、ＬＡＮとは、Local　Area　Networkの略語である。
【００１４】
　撮像装置１０は、制御部１１、撮像部１２、メモリ１３、画像分割部１４、通信部１５
を備える。表示装置２０は、制御部２１、表示部２２、メモリ２３、画像合成部２４、通
信部２５を備える。すなわち、撮像装置１０は撮像した画像データを伝送路Ｎを介して伝
送させる送信装置であり、表示装置２０は伝送路Ｎを介して伝送された画像データを受信
する受信装置である。
【００１５】
　ここで、撮像装置１０、表示装置２０の内部構成について詳細に説明する。制御部１１
は、撮像装置１０の動作を中央制御する。具体的には、制御部１１は、ＣＰＵ（Central
　Processing　Unit）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memo
ry）などを有する構成である。制御部１１は、ＲＯＭなどに記憶されたプログラムデータ
をＲＡＭの作業領域に展開し、その展開されたプログラムデータとＣＰＵとの協働により
各部を統括制御する。
【００１６】
　撮像部１２は、撮像レンズ及び結像した画像を光電変換するための撮像素子などを有し
（いずれも図示しない）、被写体像を撮像した動画像データ／静止画像データを出力する
。メモリ１３は、揮発性メモリなどであり、撮像部１２から出力された動画像データ／静
止画像データを格納する。
【００１７】
　画像分割部１４は、制御部１１の制御の下、メモリ１３に格納された伝送すべき静止画
像データをビット操作や読み出しラインを操作することで分割するＤＳＰ（Digital　Sig
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nal　Processor）などである。なお、画像分割部１４における静止画像データの分割につ
いては詳細を後述する。
【００１８】
　通信部１５は、制御部１１の制御の下、伝送路Ｎを介したデータ伝送を行うためのイン
ターフェースなどを備える。例えば、通信部１５は、伝送路ＮがＨＤＭＩ規格でデータ伝
送を行う通信ケーブルである場合、その通信ケーブルと接続するＨＤＭＩインターフェー
スである。通信部１５は、伝送路Ｎを介したデータ伝送において、静止画像データを伝送
する場合、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで伝送する。例えば、通信部
１５は、ＨＤＭＩ規格の１０８０ｉでデータ伝送する場合、３０フレーム／秒で１９２０
×１０８０画素の画像データを伝送する。また、通信部１５は、ＨＤＭＩ規格の１０８０
ｐでデータ伝送する場合、６０フレーム／秒で１９２０×１０８０画素の画像データを伝
送する。なお、通信部１５は、画像分割部１４により静止画像データを分割した分割画像
データを伝送する場合は、各分割画像データを上述した伝送レートで伝送する。すなわち
、伝送路Ｎにおける静止画データの伝送では、予め定められた動画データのフレーム伝送
レートで静止画像データを伝送しなければならないが、１フレームあたりのデータ量は変
えても問題がない。この点に着目し、撮像装置１０では、１枚の静止画像データを分割す
ることでフレームあたりのデータ量を減らしている。従って、伝送路Ｎを介したデータ伝
送の動作スピードを落とすことができ、通信部１５における省電力化が実現できる。
【００１９】
　撮像装置１０と同様に、制御部２１は、表示装置２０の動作を中央制御する。表示部２
２は、制御部２１の制御の下、メモリ２３に格納された動画像データ／静止画像データを
表示出力する表示画面を有する。具体的には、表示部２２は、ＰＤＰ、ＬＣＤ、ＳＥＤな
どを用いたものであってよい。ここで、ＰＤＰは、Plasma　Display　Panelの略語である
。また、ＬＣＤは、Liquid　Crystal　Displayの略語である。また、ＳＥＤは、Surface-
Conduction　Electron-emitter　Displayの略語である。メモリ２３は、通信部２５によ
り受信された動画像データ／静止画像データを格納する揮発性メモリなどである。
【００２０】
　画像合成部２４は、制御部２１の制御の下、通信部２５により受信された画像データの
中で、画像分割部１４により分割された分割画像データを合成して静止画像データを取得
するためのＤＳＰなどである。この画像合成部２４における画像合成は、前述した画像分
割部１４と逆のビット操作や読み出しライン操作を行うことで実現する。通信部２５は、
制御部２１の制御の下、伝送路Ｎを介したデータ伝送を行うためのインターフェースなど
を備える。例えば、通信部２５は、伝送路ＮがＨＤＭＩ規格でデータ伝送を行う通信ケー
ブルである場合、その通信ケーブルと接続するＨＤＭＩインターフェースである。通信部
２５は、伝送路Ｎを介して前述した伝送レートで伝送される動画像データ／静止画像デー
タを受信して、メモリ２３に一時記憶させる。
【００２１】
［上位ビット／下位ビットで静止画像データを分割］
　次に、画像分割部１４における伝送すべき静止画像データの分割について詳細に説明す
る。先ず、伝送すべき静止画像データについて、各画素の輝度データ／色差データを上位
ビットと下位ビットで分割する場合について図２を参照して説明する。
【００２２】
　図２に示すように、伝送すべき静止画像データＧ１は、画素Ｐ１、画素Ｐ２…であり、
１画素が予め定められた複数ビットで表される輝度データ、色差データからなる画像デー
タである。ここで、静止画像データＧ１は、ＨＤＭＩ規格の画像データであり、１０８０
ｐ、ＤｅｅｐＣｏｌｏｒ１６ビットの多ビット画像データとする。従って、例えば画素Ｐ
１は、ビットＢ１～Ｂ１６の輝度データＹ１と、ビットｂ１～ｂ１６の色差データＣｒ１
の、それぞれが１６ビットの輝度データ、色差データからなる。
【００２３】
　画像分割部１４は、静止画像データＧ１における各画素の輝度データ、色差データを、
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ビット操作によりビット位置が上位ビット又は下位ビットで分割する。すなわち、画像分
割部１４は、１画素が予め定められた複数ビットで表される多ビット画像データをビット
単位で分割する。また、その多ビット画像データの分割は、複数ビットの上位ビットから
構成される分割画像データと、複数ビットから上位ビットを除いた下位ビットから構成さ
れる分割画像データとに分割する。具体的には、画像分割部１４は、静止画像データＧ１
を、上位ビットの輝度データ、色差データで構成される分割画像データＧ１ａ、下位ビッ
トの輝度データ、色差データで構成される分割画像データＧ１ｂに分割する。
【００２４】
　より具体的には、画像分割部１４は、上述した輝度データＹ１についてビット操作を行
うことで、上位ビット（例えばビットＢ１～Ｂ８）からなる輝度データＹ１ａと、下位ビ
ット（例えばビットＢ８～Ｂ１６）からなる輝度データＹ１ｂへ分割する。同様に、画像
分割部１４は、色差データＣｒ１についてビット操作を行うことで、上位ビット（例えば
ビットｂ１～ｂ８）からなる色差データＣｒ１ａと、下位ビット（例えばビットｂ８～ｂ
１６）からなる色差データＣｒ１ｂへ分割する。この分割により、分割画像データＧ１ａ
は、上位ビットの輝度データＹ１ａと色差データＣｒ１ａを画素Ｐ１ａ、同様に上位ビッ
トの画素Ｐ２ａ…（以下の画素も同様）…とする画像データである。同様に、分割画像デ
ータＧ１ｂは、下位ビットの輝度データＹ１ｂと色差データＣｒ１ｂを画素Ｐ１ｂ、同様
に下位ビットの画素Ｐ２ｂ…（以下の画素も同様）…とする画像データである。
【００２５】
［奇数ビット／偶数ビットで静止画像データを分割］
　次に、伝送すべき静止画像データについて、各画素の輝度データ／色差データを奇数ビ
ットと偶数ビットで分割する場合について図３を参照して説明する。なお、前述した上位
ビットと下位ビットで分割する場合と同一の構成については、同一の符号を付して説明を
省略する。
【００２６】
　図３に示すように、画像分割部１４は、静止画像データＧ１における各画素の輝度デー
タ、色差データを、ビット操作により奇数ビット又は偶数ビットで分割する。すなわち、
画像分割部１４は、静止画像データＧ１を、奇数ビットの輝度データ、色差データで構成
される分割画像データＧ１ｃ、偶数ビットの輝度データ、色差データで構成される分割画
像データＧ１ｄに分割する。
【００２７】
　具体的には、画像分割部１４は、輝度データＹ１についてビット操作を行うことで、奇
数ビット（例えば、ビットＢ１、…、Ｂ１５）からなる輝度データＹ１ｃと、偶数ビット
（例えばビットＢ２、…、Ｂ１６）からなる輝度データＹ１ｄへ分割する。同様に、画像
分割部１４は、色差データＣｒ１についてビット操作を行うことで、奇数ビット（例えば
ビットｂ１、…、ｂ１５）からなる色差データＣｒ１ｃと、偶数ビット（例えばビットｂ
２、…、ｂ１６）からなる色差データＣｒ１ｄへ分割する。この分割により、分割画像デ
ータＧ１ｃは、奇数ビットの輝度データＹ１ｃと色差データＣｒ１ｃを画素Ｐ１ｃ、同様
に奇数ビットの画素Ｐ２ｃ…（以下の画素も同様）…とする画像データである。同様に、
分割画像データＧ１ｄは、偶数ビットの輝度データＹ１ｄと色差データＣｒ１ｄを画素Ｐ
１ｄ、同様に偶数ビットの画素Ｐ２ｄ…（以下の画素も同様）とする画像データである。
【００２８】
［奇数フィールド／偶数フィールドで静止画像データを分割］
　次に、伝送すべき静止画像データについて、その静止画像データに基づいた静止画像を
インタレース方式で表示するためのフィールドに分割する場合について、図４を参照して
説明する。なお、前述した分割例と同一の構成については、同一の符号を付して説明を省
略する。
【００２９】
　図４に示すように、画像分割部１４は、メモリ１３に記憶された伝送すべき静止画像デ
ータＧ１の読み出し対象ラインを操作するなどして、奇数ラインの読み出しによる分割画
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像データＧ１ｅ、偶数ラインの読み出しによる分割画像データＧ１ｆを生成する。すなわ
ち、分割画像データＧ１ｅは、静止画像データＧ１の奇数ラインであるラインＬ１、Ｌ３
…（以下のラインも同様）…のインタレース方式で表示するためのフィールド画像である
。また、分割画像データＧ１ｆは、静止画像データＧ１の偶数ラインであるラインＬ２、
Ｌ４…（以下のラインも同様）…のインタレース方式で表示するためのフィールド画像で
ある。
【００３０】
　次に、画像伝送システム１における静止画像データを伝送する際の動作であって、制御
部１１が制御して行う撮像装置１０の動作、制御部２１が制御して行う表示装置２０の動
作について詳細に説明する。画像伝送システム１では、撮像装置１０で撮像した静止画像
データを表示装置２０で表示再生させるなどの、操作部（特に図示しない）からの操作指
示などに基づいて、撮像装置１０から表示装置２０への静止画像データの伝送を開始する
。撮像装置１０では、メモリ１３に格納された伝送すべき静止画像データを表示装置２０
へ伝送する際に、画像分割部１４においてその静止画像データを分割した分割画像データ
を生成する。なお、画像分割部１４において前述した何れの分割を行うかについては、Ｒ
ＯＭなどで予め設定されていてよい。又は、表示装置２０との接続開始時や、画像データ
の伝送開始時などにおいて、分割の種別を示すデータを互いに伝送して設定してもよい。
次いで、制御部１１の制御の下、画像分割部１４により生成された分割画像データの夫々
は、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで、通信部１５により伝送路Ｎを介
して表示装置２０へ順次伝送される。
【００３１】
　表示装置２０では、伝送路Ｎを介して伝送された分割画像データを通信部２５により受
信し、メモリ２３へ一時記憶する。次いで、表示装置２０では、画像合成部２４において
メモリ２３に記憶された分割画像データを合成することで、撮像装置１０から伝送された
静止画像データを取得する。この画像合成部２４において、何れの分割方法で分割された
画像を合成するかについては、前述した画像分割部１４と同様、ＲＯＭなどに予め設定さ
れていてよい。又は、撮像装置１０との接続開始時や、画像データの伝送開始時などに分
割の種別を示すデータを互いに伝送して設定してもよい。次いで、表示装置２０では、合
成した静止画像データを表示部２２により表示出力する。
【００３２】
　以上のように、画像伝送システム１は、互いに通信可能に接続された送信装置である撮
像装置１０及び受信装置である表示装置２０を有し、撮像装置１０及び表示装置２０の間
で、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送する。撮像
装置１０は、伝送すべき個々の静止画像データを複数の分割画像データに分割する分割手
段としての画像分割部１４を備える。また、撮像装置１０は、画像分割部１４により分割
された複数の分割画像データの夫々を、動画データのフレーム伝送レートで順次伝送する
伝送手段としての通信部１５を備える。また、表示装置２０は、撮像装置１０から順次伝
送された複数の分割画像データを合成し、伝送すべき個々の静止画像データを復元する合
成手段としての画像合成部２４を備える。従って、画像伝送システム１は、予め定められ
た動画のフレーム伝送レートで静止画像データが伝送される場合の、静止画像データ伝送
時におけるデータ伝送レートを低減させることができる。よって、画像伝送システム１は
、消費電力量が大きな高速伝送が不要となり、静止画像データの伝送時における省電力化
を実現できる。
【００３３】
［第２実施形態］
　次に、本発明に係る第２実施形態について、図５を参照して説明する。ここで、図５は
、第２実施形態に係る画像伝送システム１ａの構成を示すブロック図である。なお、前述
した第１実施形態と同一の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
【００３４】
　図５に示すように、画像伝送システム１ａは、撮像装置１０ａと表示装置２０ａとが伝
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送路Ｎにより互いに通信可能に接続する構成である。ここで、伝送路Ｎは、ＨＤＭＩ規格
でデータ伝送を行う通信ケーブルとする。撮像装置１０ａは前述した構成のほかに判定回
路１６を備え、表示装置２０ａは前述した構成のほかに判定回路２６、ＲＯＭ２７を備え
る構成である。
【００３５】
　判定回路１６は、ＨＤＭＩ規格に従って表示装置２０ａから送信された機器情報に基づ
いて、その表示装置２０ａが前述した分割画像データを合成する画像合成部２４を備え、
表示装置２０ａが分割画像データを合成可能か否かを判定する回路部である。判定回路２
６は、ＨＤＭＩ規格に従って撮像装置１０ａから送信された静止画像データの付帯情報を
読み取ることで、その送信された静止画像データが前述した分割画像データであるか否か
を判定する回路部である。ＲＯＭ２７は、静止画像データを分割した分割画像データを合
成するための画像合成部２４を備えるか否かなど、表示装置２０ａにおける分割画像デー
タの合成の可否を示す情報を含む機種情報を格納する。
【００３６】
　次に、画像伝送システム１ａにおける静止画像データを伝送する際の動作であって、制
御部１１が制御して行う撮像装置１０ａの動作、制御部２１が制御して行う表示装置２０
ａの動作について詳細に説明する。先ず、画像伝送システム１では、撮像装置１０ａと表
示装置２０ａとの間でＨＤＭＩによる通信接続が確立された際に、ＥＤＩＤ（Extended　
Display　Identification　Data）の読み出しなどの機器認証が行われる。具体的には、
ＲＯＭ２７に格納された機種情報が読み出されて撮像装置１０ａへ伝送される。撮像装置
１０ａでは、表示装置２０ａから送信された機種情報に基づいて、表示装置２０ａが分割
画像データを合成可能か否かを判定回路１６で判定する。次いで、撮像装置１０ａでは、
判定回路１６による判定が合成可能である場合に、画像分割部１４において伝送すべき静
止画像データを分割するように制御部１１が制御する。
【００３７】
　次いで、画像伝送システム１ａでは、撮像装置１０ａで撮像した静止画像データを表示
装置２０ａで表示再生させるなどの、操作部からの操作指示などに基づいて、撮像装置１
０ａから表示装置２０ａへの静止画像データの伝送を開始する。具体的には、撮像装置１
０ａは、制御部１１の制御の下、判定回路１６における判定結果による静止画像データ又
は分割画像データを、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで通信部１５から
表示装置２０ａへ順次伝送する。なお、制御部１１は、分割画像データを通信部１５から
伝送する場合、ＨＤＭＩ規格に従った画像データの付帯情報であるＩＮＦＯ　ＦＲＡＭＥ
に、分割画像データであることを示す情報（フラグなど）を付帯させて伝送するように制
御する。
【００３８】
　表示装置２０ａでは、伝送路Ｎを介して伝送された静止画像データ又は分割画像データ
を通信部２５により受信し、メモリ２３へ一時記憶する。次いで、表示装置２０ａでは、
受信した画像データの付帯情報を読み出し、送信された静止画像データが分割画像データ
であるか否かを判定回路２６で判定する。表示装置２０ａでは、制御部２１の制御の下、
判定回路２６による判定結果が分割画像データである場合に、メモリ２３に一時記憶され
た画像データが画像合成部２４により合成される。次いで、表示装置２０ａでは、受信し
た静止画像データ又は合成後の静止画像データを表示部２２により表示出力する。
【００３９】
　以上のように、撮像装置１０ａは、表示装置２０ａから送信された機器情報に基づいて
、表示装置２０ａが分割画像データを合成可能か否かを判定する第１判定手段としての判
定回路１６を更に備える。また、撮像装置１０ａは、判定回路１６による判定結果が合成
可能である場合に伝送すべき静止画像データの分割を行う。従って、画像伝送システム１
ａは、表示装置２０ａが分割画像データの合成に対応している場合にのみ、静止画像デー
タを分割して伝送することができ、機種に応じた静止画像データの分割伝送を可能とする
ことができる。
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【００４０】
　また、撮像装置１０ａの通信部１５は、分割された複数の分割画像データの夫々を順次
伝送する際に、分割画像データであることを示す付帯情報を、分割画像データに付帯して
伝送する。表示装置２０ａは、撮像装置１０ａから伝送された付帯情報に基づいて、撮像
装置１０から伝送された画像データが分割画像データであるか否かを判定する第２判定手
段としての判定回路２６を更に備える。また、表示装置２０ａでは、制御部２１の制御の
下、判定回路２６による判定結果が分割画像データである場合に画像合成部２４による合
成を行う。従って、画像伝送システム１ａは、静止画像データが分割されて伝送された場
合に応じてその分割画像データの合成を行うことができる。
【００４１】
［第３実施形態］
　次に、本実施の形態に係る第３実施形態について、図６を参照して説明する。ここで、
図６は、第３実施形態に係る画像伝送システム１ｂの構成を示すブロック図である。なお
、前述した第１、２実施形態と同一の構成については同一の符号を付して説明を省略する
。
【００４２】
　図６に示すように、画像伝送システム１ｂは、撮像装置１０ｂと表示装置２０ｂとが伝
送路Ｎにより互いに通信可能に接続する構成である。ここで、伝送路Ｎは、ＨＤＭＩ規格
でデータ伝送を行う通信ケーブルとする。撮像装置１０ｂは、前述した構成のほかにＣＥ
Ｃ送受信部１８、判定回路１９を備え、表示装置２０ｂは前述した構成のほかにＣＥＣ送
受信部２８、判定回路２９を備える構成である。
【００４３】
　ＣＥＣ送受信部１８、２８は、制御部の制御の下、通信部においてＨＤＭＩに従ったＣ
ＥＣ（Consumer　Electronics　Control）を送受信するための回路部である。すなわち、
ＣＥＣ送受信部１８、２８は、互いに接続する機器間において、制御情報の伝送を行う。
判定回路１９、２９は、制御部の制御の下、上述した制御情報に含まれる内容を判定する
回路部である。具体的には、判定回路１９、２９は、分割画像データの伝送を示す制御情
報であるか否かを判定する。
【００４４】
　次に、画像伝送システム１ｂにおける静止画像データを伝送する際の動作であって、制
御部１１が制御して行う撮像装置１０ｂの動作、制御部２１が制御して行う表示装置２０
ｂの動作について詳細に説明する。先ず、画像伝送システム１ｂでは、撮像装置１０ｂで
撮像した静止画像データを表示装置２０ｂで表示再生させるなどの、操作部からの操作指
示などに基づいて、撮像装置１０ｂから表示装置２０ｂへの静止画像データの伝送を開始
する。撮像装置１０ｂでは、メモリ１３に格納された伝送すべき静止画像データを表示装
置２０ｂへ伝送する際に、画像分割部１４においてその静止画像データを分割した分割画
像データを生成する。次いで、制御部１１の制御の下、画像分割部１４により生成された
分割画像データの夫々は、通信部１５により伝送路Ｎを介して予め定められた動画データ
のフレーム伝送レートで表示装置２０へ順次伝送される。なお、制御部１１は、分割画像
データを順次伝送する際に、分割画像データの伝送を示す制御情報をＣＥＣ送受信部１８
より表示装置２０ｂへ伝送するように制御する。
【００４５】
　表示装置２０ｂでは、伝送路Ｎを介して伝送された分割画像データを通信部２５により
受信し、メモリ２３へ一時記憶する。次いで、表示装置２０ｂでは、受信した制御情報が
分割画像データの伝送を示す制御情報であるか否かを判定回路２９により判定する。表示
装置２０ｂでは、制御部２１の制御の下、２９による判定結果が分割画像データの伝送で
ある場合、その制御情報とともに受信してメモリ２３に一時記憶された画像データが画像
合成部２４により合成される。次いで、表示装置２０ｂでは、受信した静止画像データを
表示部２２により表示出力する。
【００４６】
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　以上のように、撮像装置１０ｂ及び表示装置２０ｂは、互いに制御情報を伝送する制御
情報伝送手段としてのＣＥＣ送受信部１８、２８を備える。また、撮像装置１０ｂのＣＥ
Ｃ送受信部１８は、画像分割部１４により分割された複数の分割画像データの夫々を順次
伝送する際に、分割画像データであることを示す制御情報を表示装置２０ｂへ伝送する。
また、表示装置２０ｂは、制御部２１の制御の下、分割画像データであることを示す制御
情報とともに受信した画像データについて画像合成部２４による合成を行う。従って、画
像伝送システム１ｂでは、静止画像データの分割に応じて送信される制御情報により、分
割画像データの合成を行うことができる。
【００４７】
　なお、上述した実施形態における記述は、一例を示すものであり、これに限定するもの
ではない。上述した実施の形態における構成及び動作に関しては適宜変更が可能である。
例えば、上述した実施形態では、送信装置が撮像装置、受信装置が表示装置の場合を例示
したが、予め定められた動画データのフレーム伝送レートで静止画像データを伝送する機
器同士が接続する構成であれば、いずれであってもよい。具体的には、画像データが記録
された記録媒体から画像データを読み出す機器と、その読み出された画像データを再生す
る機器とが接続する構成などであってよい。
【００４８】
（他の実施形態）
　上述の実施形態は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。従って、上述の実施形態をコンピュータ
で実現するために、該コンピュータに供給されるコンピュータプログラム自体も本発明を
実現するものである。つまり、上述の実施形態の機能を実現するためのコンピュータプロ
グラム自体も本発明の一つである。
【００４９】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。上述の実施形態を実現するためのコンピュ
ータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線通信によりコンピュータに供給される。プロ
グラムを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディ
スク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮
発性の半導体メモリなどがある。
【００５０】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアン
トコンピュータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【００５１】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。さらに、上述の実施形態を実
現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコンピュータに装着される拡張ボー
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にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】第１実施形態に係る画像伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】画像分割の概要を示す概念図である。
【図３】画像分割の概要を示す概念図である。
【図４】画像分割の概要を示す概念図である。
【図５】第２実施形態に係る画像伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図６】第３実施形態に係る画像伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図７】従来の画像伝送システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５３】
１、１ａ、１ｂ　画像伝送システム
１０、１０ａ、１０ｂ　撮像装置
１１　制御部
１２　撮像部
１３　メモリ
１４　画像分割部
１５　通信部
１６、１９　判定回路
１８　ＣＥＣ送受信部
２０、２０ａ、２０ｂ　表示装置
２１　制御部
２２　表示部
２３　メモリ
２４　画像合成部
２５　通信部
２６、２９　判定回路
２７　ＲＯＭ
２８　ＣＥＣ送受信部
Ｎ　伝送路
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